
事故事例３（一般貨物）交差点左折時に自転車を巻き込み
曜日・時間・天候 （月 ・４時３５分・雨）

場 所 一般道（市道） 制限速度 ４０ｋｍ／ｈ

道 路 の 状 況 湿潤 幅員１１ （片側） 直線下り勾配（約１．５％）m
運 転 者 年令２８歳 運転歴０年５月

事故時の乗務距離 ５００ｋｍ

損 害 死者１名（自転車乗り：５０歳）

【 】 、 、事故の概要 当該運転者は運行管理者が不在であったことから 電話により連絡をした後

16 30 17 00 2 7,500kg 20： に車庫を出発した ： から支社で他県の 支社分の一般雑貨 を積み込み。 、

： に関西方面へ向け出発。高速道路を経由し一般道に降りた後、慣れない土地であったた30
め、時速 ～ で目的地を探しながら走行。 ： 頃、交差点左奥に目的地を発見、青30 40km 4 35
信号に従い、左折の合図とともに、時速約 の比較的速い速度で左折を開始したところ、20km
歩道を後方から併走してきた自転車乗りを左後輪に巻き込み死亡させた。

種別・用途・形状 普通・貨物・バン型

10,000kg最 大 積 載 量

7,500kg当 時 の 積 載 量

当時の乗車人員 １人

推定原因】 事故の要因】 事故再発防止対策】【 【 【

事業者側 道路状況等の指示不履行 安全規制の遵守
・運行する道路の状況等について ・運行管理等関係法令を遵守する。
指導を怠っていた。・点呼の未実施

・点呼を実施していなかった。（指示不履行）
運転者に対し、輸送の安全確保に

ついての指導監督の徹底
・点呼時に運行する道路や目的地につの指示を運転者側
徹底する。安全運転の認識不足

・雨天の薄暗い状況下で､目的地を ・左折時における後方確認を徹底する。・左折時後方安
探すことに気を取られ、周囲の ・左折時における安全な速度と方法について指全不確認
安全確認が疎かになっていた。 導を徹底する。

・初任運転者に対し指導教育及び適性診断を実
施し指導する。
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